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国土交通省中部地方整備局

中部地方整備局管内

重要物流道路マップ
重要物流道路
国際海上コンテナ車（４０ft背高）特殊車両通行許可不要区間

重要物流道路とは

【ネットワークのイメージ】

■道路の指定内容 ※2019年4月時点

①重要物流道路

②代替・補完路

重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点（備蓄基地・総合病院等）への補完路として、
代替・補完路（約15,000km）を指定

直轄道路 高規格幹線道路
「拠点」への
ラストマイル

IC

空港・港湾等への
アクセス強化

補完路

代替路
災害時の
代替機能
強化

申請・問い合わせ窓口

特殊車両通行許可不要の対象となる車種について 国際海上コンテナ車（40ft背高）の通行条件

重要物流道路関連WEBサイト■指定による効果

重要物流道路の新設・改築に適する道路構造の基準について、国際海上コンテナ車の円滑な
通行を図るため、通常の道路より水準が高い特別な構造基準を設定。
指定路線のうち、道路構造上支障のない区間（約8割）について、国際海上コンテナ車（40ft
背高）の特車通行許可を不要とする措置を導入します。

※国際海上コンテナ車（40ft背高）
　の通行に必要な条件

　・幅、長さ、重量・・・AまたはB条件

　・高さ・・・・・・・・・・・A条件　等

詳細図❹　四日市港

詳細図❶　名古屋港 詳細図❷　衣浦港

詳細図❺　清水港

詳細図❸　三河港

政令で定める一般的制限値をいずれか一つでも超える車両
＜車両制限令に基づく車両の一般的制限値＞

※高さについて、高さ指定道路では、4.1m総重量について、重さ指定道路では、最大2.5t

総重量
（t）
車高
（m）
車長
（ｍ）

高速自動車国道・その他

20
重さ指定道路25※1

3.8
高さ指定道路4.1※1

12

※１　車両長及び軸距に応じた制限あり

国際海上コンテナ車（40ft背高）
＜ISO（国際標準化機構）によるコンテナの寸法＞

＜40ftコンテナを輸送する車両の重量＞

⇒国際海上コンテナ車の最大総重量44t（＝13.5t+30.48t）

総重量
（t）
車高
（m）
車長
（ｍ）

国際海上コンテナ車（40ft背高）
特殊車両通行許可不要区間

44※2

4.1※3

16.5　

※２　車両の車軸の数及び軸距離に応じた制限あり。このほ
　　　か、軸重（11.5t）、輪重荷（5.75t）の制限あり。
※３　現行の規定（高さ指定道路）により指定。

コンテナサイズ 40ft背高 40ft 30ft・31ft 20ft

諸　元

用途等

国際海上コンテナ
特車許可台数
（H28）

世界のコンテナ
シェア※

※Drewry　Containe　Census　2016（単位：TEU）

○国際海上コンテナでの
　活用が主
○40ftコンテナに比べ、
　容量上有利となるため、
　利用実績が増加

○国際海上コンテナでの
　活用が主

○特車許可台数は少ない
○31ftコンテナは、JRで
　使用されるが数は僅か
　（鉄道用の基本は12ft）

○多くが、特車許可が必要
　な12m以上の車両によ
　り運搬

①国際海上コンテナであることを証明する書類の携行　　
②ETC2.0車載器の装着及び登録

●SOLAS条約による国際海上コンテナ総重量の証明等
　①荷送人は、定められた方法でコンテナ総重量を証明
　②コンテナ総重量の船積書類への記載と船長への報告

　⇒ISOで規定される最大重量（30.48t）以内であるこ
　　とを担保

●国際海上コンテナであることが確認できる書類
　例：EIR（機器受渡証）

※SOLAS条約について
・海上における人命の安全のための国際条
　約であり、163国が加盟（2018年現在）
・わが国では、条約の内容について船舶安全
　方体系の省令等により担保

●ETC2.0では、車両に搭載されたETC2.0車載器に関
　する情報を提供を受ける

　⇒走行経路の確認

●特車許可不要とする車両基準の引き下げに伴い、重
　量や走行経路を遵守されるよう必要な要件を設定。
⇒国際海上コンテナ車（40ft背高）についても、他の
　特車通行許可を受けている車両と同様に取締り
　の対象であり、重量や経路などの違反が確認さ
　れた場合、道路管理者が措置や警告等を行う。

中部地方整備局 道路部

多治見砂防国道事務所

岐阜国道事務所

高山国道事務所

静岡国道事務所

沼津河川国道事務所

浜松河川国道事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名四国道事務所

三重河川国道事務所

紀勢国道事務所

北勢国道事務所

飯田国道事務所

道路計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

計画課

〒460-8514

〒507-0023

〒500-8262

〒506-0055

〒420-0054

〒410-8567

〒430-0811

〒467-0833

〒464-0066

〒467-0847

〒514-8502

〒515-0005

〒510-8013

〒395-0024

名古屋市中区三の丸2-5-1

多治見市小田町4-8-6

岐阜県茜部本郷1-36-1

高山市上岡本町7-425

静岡市葵区南安倍2-8-1

沼津市下香貫外原3244-2

浜松市中区名塚町266

名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

名古屋市千種区池下町2-62

名古屋市瑞穂区神穂町5-3

津市広明町297

松阪市鎌田町144-6

四日市市南富田町4-6

飯田市東栄町3350

052-953-8168

0572-25-8026

058-271-9815

0577-36-3822

054-250-8904

055-934-2010

053-466-0117

052-853-7323

052-761-1194

052-823-7917

059-229-2220

0598-52-5365

059-363-5517

0265-53-7204

問い合わせ先 郵便番号 所在地 電話番号

重要物流道路についての問い合わせ先

長さ16.5m

高さ
4.1m

重量最大
44t

■重要物流道路指定路線の構造基準

重
要
物
流
道
路
に
指
定

長さ

幅

高さ

前端オーバーハング

軸距

後端オーバーハング

最小回転半径

設計車両

諸
　
　
元

16.5m

2.5m

4.1m

1.3m

前軸距　4m
背軸距　9m

2.2m

12m

16.5m

2.5m

4.1m

1.3m

前軸距　4m
背軸距　9m

2.2m

12m

重要物流道路

高速道路・自専道等 その他の道路

国際海上コンテナ車（40ft背高）

〈設計車両〉

設計車両

長さ

幅

高さ

前端オーバーハング

軸距

後端オーバーハング

最小回転半径

諸
　
　
元

高速道路・自専道路
1種、2種

3種1級、4種1級

セミトレーラー連結車

16.5m

2.5m

3.8m

1.3m

前軸距　4m
背軸距　9m

2.2m

12m

その他の道路

普通自動車

12m

2.5m

3.8m

1.5m

6.5m

4m

12m

〔　　　　　　　〕

〈建築限界〉

路肩部 路肩部

重要物流道路

車道部

0.7m（余裕高）

4.8m
4.1m 4.1m

（40ft背高）

路肩部 路肩部車道部

0.7m（余裕高）

4.5m
3.8m 3.8m

（通常のトラック）

重
要
物
流
道
路
に
指
定

〈凡例〉
重要物流道路
代替・補完路

主要拠点
（空港・港湾等）

災害時拠点
（備蓄基地・総合病院等）

脆弱区間
（事前通行規制区間等）

脆弱区間
（事前通行規制区間等）

「拠点」をつなぐ道路ネットワーク

※1　地方ブロック単位で策定
　　　（各都道府県単位で策定する
　　　ビジョン・計画とも調整）

今回の指定
約35,000km

高規格幹線道路や直轄道路、
都市高速道路の供用中区間

［約30,500km］

「拠点」へのラストマイル
（地方管理道路の供用中区間）

［約4,500km］

新たな広域道路交通計画※1の中から
事業中・計画中を含めて指定予定

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路
輸送網を「重要物流道路」として路線を指定し、機能強化や重点支援を実施します。
また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路について
は、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。

制度の現状と、近年、国内における海上コンテナの陸上輸送が広範囲に渡っている走行状況
や、世界的にも40ft背高の海上コンテナ保有個数が増加傾向にあることから、特殊車両の
うち、国際海上コンテナ車（40ft背高）を対象に申請を不要とする区間を定めました。

特車許可申請不要区間を定めるに至った経緯

＜特殊車両通行許可申請の現状＞

●ドライバー不足による車両の大型化に伴い、申請件数の増加・許可までの審査日
　数が増加傾向にあり、物流生産性の阻害となっている。
●道路状況に関係なく許可された走行経路に限られるため機動的な輸送計画が立
　てられない。

世界の海上コンテナ保有個数の推移 特車通行許可件数の推移

国内の高規格幹線道路における国際海上コンテナ車（40ft背高）の利用状況

国際海上コンテナ40ft（背高）の
申請は広範囲に渡っている

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に「特殊車両
通行許可申請」を行い、許可を得ることを法令により定められています。

（出典）2017年特車申請データ

　地方中核都市
（三大都市圏は都道府県庁所在市のみを表示）

拠点空港等
重要港湾等

国際海上コンテナ（40ft背高）
の申請件数（件）
1～500

　　500～1,500
1,500　

ドライバー不足による車両の大型化の
進展等に伴い、特車通行許可件数は、

５年で約１.４倍に増加

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2013 2014 2015 2016 2017

約26万件

約37万件

許可件数
（件）

約1.4倍

40ft（背高）コンテナは
年々増加傾向にある

20ft
40ft
40ft（背高）
45ft（背高）

18,000

（千TEU）

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
1995 2000 2005 2010 2015

751

2,438

6,161

16,640

10,480

4,850

502403344198
107

3,708

3,203

5,057
5,852

5,387

7,003

11,035

5,885

4,148

高速道路

一般有料道路

直轄国道

その他国道

主要地方道等

臨港道路
重要物流道路かつ※1

国際海上コンテナ車（40ft背高）
特殊車両通行許可不要区間※2

重要物流道路※1

代替・補完路※1

降雨による事前通行規制区間

国際拠点港湾

重要港湾

空　　港

県　　庁

303,202
（56％）

16.6百万
（51.6％）

88,695
（16％）

4.7百万
（14.4％）

27
（0％）

－

152,207
（28％）

10.5百万
（32.4％）

特車通行許可が不要となる車種として世界的に台数が最も多い、国際海上コンテナ車
（40ft背高）を設定

3.8

15.5～16.5

12.192

4.1

15.5～16.5

12.192

3.8

 ～

4.1

12.5～16.0

9.125
30ftの場合

3.8

 

12.0～15.0

6.058

特車許可を必要とする車両基準

特車許可不要の対象となる車種

高さ
2.896m

重量最大30.48t

長さ12.192m

40ft背高コンテナ

※40ftコンテナを輸送する車両の99.9%が13.5t以下
最大13.5t※

重要物流道路
構造的に支障のない区間
を海上コンテナ車

（40ft背高）に対応する水
準まで引き下げ

重量の確認

走行経路の確認②ETC2.0の装着及び、登録

①国際海上コンテナであることが確認できる書類の携行

警告等

重要物流道路

ETC2.0 により
経路情報を収集

道路管理者

作成者

作成目的

主な記載
内容

船会社等のコンテナ所有者
（運送事業者（ドライバー）が携行
コンテナを貸与する際にコンテ
ナの状態を記録するための書類
・搬出又は搬入者・場所・日時
・コンテナ番号・サイズ
・返却予定場所・日時
・船積予定地・仕向地

■国土交通省  物流ネットワーク（重要物流道路）　
　 URL： http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm
　
■特殊車両通行許可オンラインシステム
　URL： http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間

2018年3月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定さ
れたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を
通行できる環境が整いつつあります。
このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて認定した区間に限定して、
道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテ
ナ車（40ft背高）の特殊車両の通行申請を不要とする区間を定めました。

特車許可申請不要区間を定めることで、特車許可を不要とし、道路状況に応じた効率的な輸
送や生産性の向上、国際競争力強化に資する道路ネットワークの構築の促進を図ります。

国際海上コンテナ車（40ft背高）の走行が多く、
道路構造等の観点から支障のない区間を指定。

国際海上コンテナ車（40ft背高）を対象とした背景

●港湾の整備が進み、近年における海上コンテナの陸上輸送が全国的に広がっており、世界的にも
　40ft背高の海上コンテナ保有個数が増加傾向にある。
●40ft背高コンテナは、ISO（国際標準化機構）で規格化された国際標準規格に基づいており、
　SOLAS条約（海上人命安全条約）においてコンテナの総重量の計測・確定を義務付けられている国
　際海上コンテナである。

【国際海上コンテナ車（40ft背高）の車両諸元例】

長さ16.5m（12m）

高さ4.1m
（3.8m）

重量最大
44t（20t）

重要物流道路（35,000km）のうち、
・高速道路
・直轄国道
・地方管理道路（拠点へのラストマイル等）

約12,200km
約15,000km
約  2,800km

合計　　　　約30,000km

指定延長
（2019.7.31現在）

特車許可が不要な
車両基準の引き上げ

道路構造基準
の引き上げ

一部

拡充

その他の道路

（新設・改良した道路）
重要物流道路 効果

◉当該区間の通行にあたり特車許可は不要

国際海上コンテナ車（40ft背高）が機動的に通行できる
道路ネットワークの構築

許可まで30日程度 許可不要

従来 今後

※（ ）は一般的制限値

取締基地等での取締り

取締基地

国際海上コンテナ車（40ft背高）も取締りの対象

○取締基地における取締り

○自動重量計測装置による取締り

現地計測データ

照合 一般的制限値
または
許可内容

総重量
軸重
長さ
高さ
幅

今回の対象

※1 重要物流道路の共有区間 2019.4.1指定
※2 国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間 
　　2019.7.31運用開始
　　支障がないと認めて指定した区間内でも、交差点における折
　　進禁止や誘導措置の条件が付される箇所があります
　　橋、高架等の構造の道路（高速道路は除く）を通行する場合
　　は、原則、徐行及び連行禁止が条件となります

国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可区間についての問い合わせ先

中部地方整備局 道路部 交通対策課 特殊車両係 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 052-953-8178

問い合わせ先 郵便番号 所在地 電話番号

特殊車両の通行許可申請・問い合わせ先

岐阜国道事務所

静岡国道事務所

名古屋国道事務所

三重河川国道事務所

管理第一課特殊車両係

管理第一課特殊車両係

交通対策課特殊車両係

道路管理第一課特殊車両係

〒500-8262

〒420-0054

〒467-0833

〒514-8502

岐阜県茜部本郷1-36-1

静岡市葵区南安倍2-8-1

名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

津市広明町297

058-271-9835

054-250-8917

052-853-7354

059-229-2221

申請・問い合わせ先 郵便番号 所在地 電話番号

支障がないと認めて指定した区間内でも、交差点にお
ける折進禁止や誘導措置の条件が付される箇所があり
ます（PRサイトにおいて、デジタルマップで公表予定）
橋、高架等の構造の道路（高速道路は除く）を通行する
場合は、原則、徐行及び連行禁止が条件となります

〈留意事項〉

【物流拠点】
　 都市（地方中核都市等）
　 空港
　 港湾
　 鉄道貨物駅
　 トラックターミナル・工業団地等
【防災拠点】
　 都市（市区町村の役場）、
　 備蓄基地、総合病院等

〈連絡する拠点〉

※国際海上コンテナ車（40ft背高）の特車通行許可不要には条件がありますのでご注意ください。
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